
都市における「農」の多様な機能を発揮した取組みを支援するため

都市農業やまちづくりなどの

※内容により一部負担が

生じる場合があります しますJy

取組みテーマの例

本事業における新型コロナウイルス感染症対策について

コロナウイルス感染症対策として、ソーシャルディスタンスの確保や

マスク着用等、新しい生活様式を遵守すると共に、ZOOM等を用いた

オンラインでの実施も対象とすることとしました。オンライン実施の

場合の機器や人的サポートについては、内容により当センターも支援

しますので、ご相談ください。

くわしくは中面へ

取組事例紹介サイトr都市と点の共生」
都市農業が有するさまざまな機能発揮の取組事例をHPにて紹介

2022（令和4）年2月28日まで

一般財団法人都市農地活用支援センター

http：〝www．tosinouti．0「・」P／

※本事業は農林水産省「都市農業機能発揮支援事業」により実施しています



2。2，（令和3）年度『農』の機能発揮支援アドパイザ」派遣事業

部市農業の多様な機能（産直、防災、環境、農業体験、学習、福祉、交流等）を発揮した取組を支援するた

め、都市農業者や市民等のみなさんからのご依頼（申込）により、当センターが都市農業・まちづくり等

の専門家を派遣し、勉強会等での説明やアドバイスを行います。

※派遣総数200箇所を予定。（6－9月70箇所、10－12月90箇所、1－5月40箇所）

事業概要および申込方法

農業者やその関係団体、地域で活動している（またはしようとしてい引住民・

団体の皆様

※企業、社会福祉法人、NPO、学校、自治体等も含まれます

3回まで

※複数回の場合はその都度申込みをしてください

専門家への謝金、旅黄を当センターが負担します
※旅費は片道50km以上または1．000円以上の場合

※内容等によっては依頼者に費用の一部を負担していただく場合もあります。

（申込手続きの際にご案内します。）

当センターHPにアクセスしていただき、

いずれかの方法でお申し込みください。

①入力フォームからお申し込みいただく

②ダウンロードした申込書に必要事項を記入し、EメールかFAXでお申し込みいただく

※申込書受領後、ご依頼内容の確認等のご連絡をいたします。

原則として実施日の2週間前まで

※最終受付：2022（令和4）年2月28日

以下のようなテーマについて、ご依頼（申込）内容に応じた専門家を派遣し、

勉強会等での説明やアドバイスを行います。※1時間程度または2時間程度

まちづくり �農住調和のまちづくり／新しい都市農地制度／公園と緑 

市民利用 �市民農園／コ三ユニティ菜園／食農ライフ 

教育・福祉 �高齢者・生きがいづくり／障害者福祉等／学校教育等の食育 

都市農業 �6次産業化／地産地消／新規就農支援や耕作放棄地対策／入園方式等の農業経営 

その他 �税制、農業祭等のイベント／その他「鹿」の機能発揮に関するテーマ 

申込み■問合せ先

関係協力団体

回


